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議      長  休憩を解いて再開いたします。              （10時05分） 

 日程第２「同意第１号農業委員会委員の任命について」から日程第９「同意

第８号農業委員会委員の任命について」までは農業委員会委員の任命ですので、

一括議題・個別審査としたいと思いますが、御異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声多数 ） 

          異議なしと認めます。よって日程第２「同意第１号農業委員会委員の任命に

ついて」から日程第９「同意第８号農業委員会委員の任命について」までは一

括議題・個別審査とすることに決定いたしました。 

議      長  日程第２「同意第１号農業委員会委員の任命について」から日程第９「同意

第８号農業委員会委員の任命について」を議題といたします。 

          町長に申し上げます。一括議題といたしましたので、同意第１号は全文を読

み上げていただき、同意第２号から同意第８号までは同意番号と件名、住所、

氏名、生年月日を続けて読み上げてください。 

          町長の提案説明を求めます。 

町      長  それでは議長の御指示に基づいて御提案させていただきます。 

同意第１号農業委員会委員の任命について。次の者を農業委員会委員に任命

したいので、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、議会の同

意を求める。 

記。住所、松田町寄1729番地。氏名、佐藤浩一。生年月日、昭和43年12月22

日。令和５年６月９日提出、松田町長 本山博幸。 

提案理由。令和５年７月19日をもって委員の任期が満了するため提案するも

のでございます。 

          続きまして、同意第２号。住所、松田町松田惣領2355番地。氏名、鍵和田功。

生年月日、昭和22年８月31日。 

          続きまして、同意第３号。住所、松田町松田庶子84番地。氏名、澁谷素司。

生年月日、昭和33年12月16日。 

          続いて同意第４号。住所、松田町神山394番地。氏名、北村悦子。生年月日、

昭和37年２月28日。 
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          続いて同意第５号。住所、松田町寄3561番地。氏名、松本克己。生年月日、

昭和27年８月21日。 

          続きまして同意第６号。住所、松田町寄5342番地。氏名、山岸一興。生年月

日、昭和22年６月17日。 

          続いて同意第７号。住所、松田町寄1457番地。氏名、佐野晃一。生年月日、

昭和56年10月４日。 

          続いて同意第８号。住所、松田町松田庶子603番地。氏名、吉田誠。生年月日、

昭和21年５月19日。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

議      長  町長の提案説明が終わりました。 

          お諮りします。本件は人事案件ですので、質疑・討論を省略して採決を行い

たいと思いますが、御異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声多数 ） 

 異議なしと認めます。したがって、同意第１号から同意第８号までは質疑・

討論を省略し、採決を行うことに決定しました。 

それでは、質疑・討論を省略し、同意案件ごとに採決を行います。 

 同意第１号農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛

成の方の起立を求めます。 

 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、同意第２号農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、同意第３号農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、同意第４号農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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 次に、同意第５号農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、同意第６号農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、同意第７号農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、同意第８号農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 


